
年間の行事計画の内容は適切か

気になる子どもへのフォロー策や関係機関へのつなぎ、連携の取組みが適切か

地域、関係機関、ボランティア等との連携により、「こども中心」で、地域で育む、地域密着型の運営が行わ
れているか

保護者からの要望への対応を真摯に行っているか（例：保育時間の延長　等）

子どもの健やかな成長を促進することを目的とした、サービスの向上のための取組内容は適切か

募集要項に示した内容の提案は適切か

自主事業の提案は町が意図した企画（子どもの将来を見据えた様々な経験を重ねることでの資質向上）となっ
ているか

全体的に施設の整備、機能を活用した内容となっているか

求めている内容が事業計画書で提案されているか

施設管理、安全管理は適切か

維持管理は効率的に行われているか

施設の管理運営に係る経費の内容 10 利用料金（実費含む）額がサービス内容に見合う内容か

収入、支出の積算方法や根拠は適切か

収支計画の実現可能性はあるか

職員体制は十分か、また採用や確保の方策は適切か

緊急時や住民、利用者からの対応等の体制は確保されているか

職員の指導育成、研修体制は十分か

保護者や学校との意思疎通は十分か

団体の財務状況は健全か

別途実施している当該法人による活動が学童保育と密接に結びつき、総じて子ども全体の人間形成や成長に寄
与しているか

校区の特徴を生かした子どもの育みが期待できるか

当該校区の子どもたちの事情を踏まえた、普段体験できない行事等を実施することで、子どもたちの健全な育
成・発達、コミュニケーション力向上に資する取組みを実施しているか

校区の特徴を生かした子どもの育みが期待できるか

当該校区の子どもたちの事情を踏まえた、普段体験できない行事等を実施することで、子どもたちの健全な育
成・発達、コミュニケーション力向上に資する取組みを実施しているか

美咲野小校区の合計点 100 75.4 69 68.8 77 88 73.4 66.4 518 74.00

大津南小校区の合計点 100 75.4 69 72.8 75 88 73.4 66.4 520 74.29

当該校区の特徴の把握

20
当該校区学童独自の取組み

【大津南小校区】

14 16 16 14

12 16 16 16 12 102

当該校区の特徴の把握

20
当該校区学童独自の取組み

16 16 12 104 14.86

18.89

安定的な運営が可能となる経理的知識

類似施設の運営実績

4
その他、当該公の施設の設置目的を
達成するために必要と認める事項。
（指定手続条例第4条第4号）

【美咲野小校区】

14 16

18.6 16 20.6 19.2 22.6 17.6

14.57

3

事業計画書に沿った管理を安定して
行うために必要な人員及び財政的基
盤を有しているか。
（指定手続条例第4条第3号）

安定的な運営が可能となる人的能力

25

12 13 12

17.6 132.2

12 80.4 11.49

203.4 29.06
サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効
果

施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性

2
事業計画書の内容が、管理に係る経
費の縮減が図られるものであるか。
（指定手続条例第4条第2号）

15 11.4 11 9

26 27.2 29.8 36.4 27.8 24.8

収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 5

1

事業計画書の内容が、当該公の施設
の効用を最大限に発揮させるもので
あるか。
（指定手続条例第4条第2号）

利用者の満足度を高めるための具体的手法及び期待される
効果

40 31.4

Ｆ委員 Ｇ委員 合計点 平均点配点 Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 Ｅ委員

大津町学童保育施設指定管理者審査基準表

応募者 社会福祉法人　白川園

審査基準 審査項目 内　　　　　　　　　　　　　容

※選定委員会において「否」と判定された場合は失格とし、以下の採点は実施しない。

№ 審査基準 審査項目 小配点 内　　　　　　　　　　　容

事業計画書の内容が住民の平等な利用を
確保することができるものであるか。
（指定手続条例第4条第1号）

施設の設置目的及び町が示した管理の方針
公の施設としての設置目的を理解しているか

町が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか

住民の施設の平等な利用の確保
事業計画等の内容が収益事業等の特定の事業に偏っていないか

施設の利用が一部の利用者に偏った計画となっていないか


